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南予各市町イベント情報

　原生林に囲まれた幻想的な空間で、森林浴とそうめん
流しをダブルでご堪能ください。（※期間中は無休で営業）
 4月29日（日・祝)～8月31日(金)9時30分～16時30分
 平家谷公園
 大人600円、小学生300円、幼児100円
 平家谷売店　☎0894-36-2414

　凧に仕込んだ「ガガリ」と呼ばれる刃物で相手の糸を
切りあう勇壮な戦いが繰り広げられます。また、“百畳
凧”の凧揚げも見応えあり。
 ５月５日（土・祝）（雨天時：５月６日（日））
 五十崎・豊秋河原　　入場無料
 内子町役場 町並・地域振興課　☎0893-44-2118

　西日本有数のツツジの名所である冨士山公園に、約
6万3,000本のツツジが咲き誇ります。
 ５月15日（火）まで　　冨士山公園
 交通整理期間中は、要整理料（普通車500円）
 大洲市観光協会　☎0893-24-2664

5月27日（日）
愛南漁協御荘支所　　入場無料
愛南食のイベント実行委員会（愛南町商工観光課内）
☎0895-72-7315

　ご夫婦が手作りした庭にはバラやハーブ
などが咲き誇ります。開花シーズンの５月は
園内にバラの花の甘い香りが広がります。
　カフェスペースのおしゃべりサロンでは、
オーナーの手作りスイーツが楽しめます。

　蛍が飛び交う棚田に約800個の灯りをともし、その
景観と蛍の優しい光を楽しむライトアップイベント。
 5月19日～6月16日（毎週土曜日）19時ごろ～
 鬼北町大宿　　入場無料
 鬼北町役場企画振興課　☎0895-45-1111（内線2214）

通年　　西予市城川町川津南
ガイド料：10人未満5,000円
　　　　　10人以上10,000円
高川フットパスクラブ（高川公民館内）
☎0894-83-1001

５月中　　松野町富岡275
200円（スイーツセット付き500円）
ガーデンすみれの丘　☎0895-42-0578

川津南フットパス
ぎゅぎゅっと愛南！夏の陣
～海と山を喰らう～
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〒７９６－００４８　八幡浜市北浜１－３－３７　八幡浜支局商工観光室宛て
メール：yaw-syoko@pref.ehime.lg.jp　締切：５月15日（火）当日消印有効
※プレゼント当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。

【個人情報の取り扱いについて】個人情報は商品発送の目的のみに使用させていただきます。

西予市宇和町の田んぼの中に出現した、
わらで作られた大きな生き物はなんでしょう？

提供：道の駅どんぶり館

伊達なうわじまお城まつり宇和島市

穂田るの里の幻灯火
ほ　た

鬼北町

ガーデンすみれの丘

にゃんよ通信にゃんよ通信おでかけ
南予

松野町

西予市

愛南町

プレゼントクイズ

道の駅どんぶり館自慢の商品詰め合わせです。

今月の
プレゼント 道の駅どんぶり館商品詰め合わせ ３名さまに 

２月１日号の答え
②ヒオウギ貝

プレゼント応募方法：クイズの答えを郵便・メールにて受け付けています。住所、
氏名、年齢、性別、電話番号、クイズの答え、今号に対するご意見・ご感想を明記の
上、下記までお送りください。応募はお一人様一通のみとさせていただきます。

ヒント　大昔からよみがえった鼻の長い生き物です。

❶キリン　❷マンモス　❸恐竜

　佐田岬を舞台とした動画コンペが開催中。とっておきのワン
ダーな映像をお待ちしています！詳しくは、“サダワン”で検索。
 開催中～9月20日（木）（募集締め切り）
 佐田岬ワンダービューコンペティション実行委員会
 （伊方町役場産業課内）　☎0894-38-0211

　GWは宇和島城が大にぎわい！４日は「伊達五十七騎大
武者行列」、５日は城山スタンプラリーなど盛りだくさん！
 5月4日（金・祝）・5日（土・祝）
 宇和島城（天守・城山公園）ほか
 宇和島市商工観光課　☎0895-24-1111

　「フットパス」とは『森林や田園地帯、
古い街並みなど地域に昔からあるあり
のままの風景を楽しみながら歩くこ
と』。高川フットパスクラブでは3コー
スを整備しています。
　城川町川津南のありのままを体感し
ませんか？有料でガイドや弁当も対応
可能です。

平家谷「そうめん流し」八幡浜市

つつじまつり大洲市

佐田岬ワンダービューコンペティション伊方町

いかざき大凧合戦内子町
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今回の特集

「にゃんよ」

あか

　水揚げされたばかりの新鮮なカツオ
の販売や生産量日本一の愛南ゴールド
のほか町内の特産品が集まります。さ
らにマリンスポーツ体験や餅まきなど
ご家族で楽しめる、愛南町の魅力が
ぎゅぎゅっと詰まったイベントです。

とみ す やま

おお だこ
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問自動車税＝県中予地方局☎909-8754・ 915-0671▶軽自動車税＝市民税課☎948-6302・ 934-1802▶身体・知的障がいのある人の生計同一証明書の発行
に関すること＝障がい福祉課☎948-6433・ 932-7553▶精神障がいのある人の生計同一証明書の発行に関すること＝保健予防課☎911-1816・ 923-6062
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種　別 必　要　書　類 減免の条件
所有者 運転者 ABC共通
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体
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精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
所
有
者

A 本人 本人
・軽自動車税減免申請書、納税通知
書、車検証、運転免許証、各種手帳、
マイナンバーカードまたは通知書

・家族運転で同一世帯でない場合
は、障がい福祉課発行の生計同一
証明書（地区民生委員押印の証明
願いでも可）、精神障害者保健福祉
手帳所有者は保健予防課発行の生
計同一証明書

車両の使用条件は無し
毎年申請が必要

B 本人 家族
家族運転の場合、通院、通学、生業、
在宅処遇の場合に限る（病院、施
設などの発行する証明書などが必
要）

上記の目的のため、週１日または
月４日以上使用していること

C 家族 家族

※Ｃは18歳未満の身体障がい者および知的・精神障がい者のみ対象
種　別 必　要　書　類 減免の条件

構造に
よるもの

・軽自動車税減免申請書、納税通知書、車検
証
・構造の場合は「車椅子固定装置などの構造」
と「ナンバープレート」が確認できる写真
※８ナンバーで車検証に車椅子移動車の記載
がある場合は写真不要
・公益の場合は理由書、公益活動に使用して
いる証明（運行日誌など）

車検証中、形状が「車椅子移動車、
身体障害者輸送車」または型式認
定番号が空白であって車椅子固定
装置を装着していること

公益に専用
するもの

社会福祉法第22条の規定により設
立された法人で設立目的に定めら
れた公益事業に直接使用するもの

※自動車税（県税）の減税の詳細は県中予地方局☎909-8754にお問い合わせください

自動車税・軽自動車税の納付・減免申請はお忘れなく！

■自動車税はクレジットカード納付が可能に
　平成30年度から自動車税はパソコンやスマートフォンなどのインターネットを
利用したクレジットカード納付ができます。（軽自動車税は除く）
　決済手数料やカードポイントなど、利用に関することは県中予地方局までお問
い合わせください。

mailto:yaw-syoko@pref.ehime.lg.jp

